
協議事項１

全国学力・学習状況調査の調査結果の取扱いについて

平成１９年９月４日

小 中 学 校 課

本年４月に文部科学省が実施した全国学力・学習状況調査の調査結果の取扱いについ

て、本県教育委員会としての考え方を整理するものです。

１ 背 景

○文部科学省は、事務次官通知（別添１の実施要領Ｐ４）及び初等中等教育局長通知

域内の市町村及び学校の状況に（別添２のＰ３）で、都道府県教育委員会に対し、

ついて個々の市町村名・学校名を明らかにした公表は行わないよう配慮を求めてお

こととしている。り、本県教育委員会もそのような公表はしない

○しかし、文部科学省の公表後に、報道機関等から市町村や学校ごとの調査結果の開

本県の情報公開条例に基づき開示の可否を判断す示請求が行われる可能性も高く、

（別添３）ると 「基本的に全部開示」となる、 。

○市町村や学校ごとの調査結果を開示すると、

「序列化や過度な競争が生じるおそれや参加主体からの協力が得られなくなるなど

正確な情報が得られない可能性が高くなり、調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

（別添１の実施要領Ｐ７・別添２のＰ２～３）れがある」

とする文部科学省の考え方に反することとなるため、あらかじめ本県教育委員会の

考え方を整理することとしたものである。

（文部科学省からの調査結果の提供は９月中旬の予定）

【参考】

文部科学省が公表する調査結果 都道府県に提供される調査結果

①国全体の状況及び国・公・私立学校別 ①文部科学省が公表する全国的な調査結

の状況 果

②都道府県ごとの公立学校全体の状況 ②当該都道府県における公立学校全体に

③地域の規模等に応じたまとまり（大都 関する調査結果

市・中核市・その他の市・町村・へき ③設置管理する各学校に関する調査結果

④域内の各市町村における公立学校全体地）における公立学校全体の状況

に関する調査結果

⑤域内の各市町村が設置する各学校に関

する調査結果

２ 本県教育委員会の考え方

文部科学省から提供される調査結果は全て受け取り、開示請求があっても非開示

（事務次官通知のとおり）

※非開示決定をした本県教育委員会に対し、行政不服審査法による不服申立てが行

われた場合は、県情報公開審議会に諮問し、その答申を尊重して決定を行う。








































































